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公 安 委 規 則 

 

 刑 事 訴 訟 法 第 百 八 十 九 条 お よ び 第 百 九 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に 基 く 司 法 警 察 員 等 の 指 定 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改

正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 六 年 二 月 十 三 日  

                         三 重 県 公 安 委 員 会 委 員 長   村   田   典   子    

三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 二 号  

刑 事 訴 訟 法 第 百 八 十 九 条 お よ び 第 百 九 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に 基 く 司 法 警 察 員 等 の 指 定 に 関 す る 規 則 の 一 部

を 改 正 す る 規 則  

刑 事 訴 訟 法 第 百 八 十 九 条 お よ び 第 百 九 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に 基 く 司 法 警 察 員 等 の 指 定 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 二 十

九 年 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

第 二 条  三 重 県 警 察 に 勤 務 す る 警 察 官 の う ち 、 刑 事 訴 訟

法 第 百 九 十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 逮 捕 状 を 請 求 す る

こ と が で き る 司 法 警 察 員 及 び 同 法 第 二 百 一 条 の 二 第

一 項 に 規 定 す る 逮 捕 状 に 代 わ る も の の 交 付 を 請 求 す

る こ と が で き る 司 法 警 察 員 は 、 次 の と お り と す る 。  

第 二 条  三 重 県 警 察 に 勤 務 す る 警 察 官 の う ち 、 刑 事 訴 訟

法 第 百 九 十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 逮 捕 状 を 請 求 す る

こ と が で き る 司 法 警 察 員 は 、 次 の と お り と す る 。  

 一 ～ 三  （ 略 ）   一 ～ 三  （ 略 ）  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 六 年 二 月 十 五 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

議 会 訓 令 

 

三重県議会訓令第 1号 

 三重県議会各派世話人会規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和 6 年 2 月 13 日 

三重県議会議長  中  森  博  文 

三重県議会各派世話人会規程の一部を改正する訓令 

三重県議会各派世話人会規程（平成 23 年三重県議会訓令第 2 号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

 （出席の特例） 

第 6 条の 2 座長は、重大な感染症のまん延を防止する

ため必要があると認めるとき又は大規模な災害その他

の緊急事態の発生若しくは育児、介護その他のやむを

得ない事由により各派世話人会を招集する場所に参集

することが困難な世話人、事務局長若しくは前条に規

定する代理者（以下この条において「世話人等」と総

称する。）があると認めるときは、映像又は音声の送受

信により相手の状態を相互に認識しながら通話をする

ことができる方法によって、当該世話人等を各派世話

人会を招集する場所以外の場所から各派世話人会に参

加させることができる。 

2・3 （略） 

 （出席の特例） 

第 6 条の 2 座長は、新型コロナウイルス感染症その他

重大な感染症のまん延を防止するため必要があると認

めるとき又は大規模な災害その他の緊急事態が発生し

た場合において、各派世話人会を招集する場所に参集

することが困難な世話人、事務局長若しくは前条に規

定する代理者（以下この条において「世話人等」と総

称する。）があると認めるときは、映像又は音声の送受

信により相手の状態を相互に認識しながら通話をする

ことができる方法によって、当該世話人等を各派世話

人会を招集する場所以外の場所から各派世話人会に参

加させることができる。 

2・3 （略） 
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附 則  

この訓令は、公布の日から施行する。 

 

三重県議会訓令第 2号 

 三重県議会代表者会議規程の一部を改正する訓令を次のように定める。  

  令和 6 年 2 月 13 日                                                    

                             三重県議会議長  中  森  博  文       

三重県議会代表者会議規程の一部を改正する訓令 

三重県議会代表者会議規程（平成 25 年三重県議会訓令第 5 号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

 （出席の特例） 

第 8 条の 2 議長は、重大な感染症のまん延を防止する

ため必要があると認めるとき又は大規模な災害その他

の緊急事態の発生若しくは育児、介護その他のやむを

得ない事由により代表者会議を招集する場所に参集す

ることが困難な代表者、第 6 条に規定する代理者、議

会運営委員長、議会運営副委員長若しくは前条に規定

する構成員以外の者（以下この条において「代表者等」

と総称する。）があると認めるときは、映像又は音声の

送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話を

することができる方法によって、当該代表者等を代表

者会議を招集する場所以外の場所から代表者会議に参

加させることができる。 

2・3 （略） 

 （出席の特例） 

第 8 条の 2 議長は、新型コロナウイルス感染症その他

重大な感染症のまん延を防止するため必要があると認

めるとき又は大規模な災害その他の緊急事態が発生し

た場合において、代表者会議を招集する場所に参集す

ることが困難な代表者、第 6 条に規定する代理者、議

会運営委員長、議会運営副委員長若しくは前条に規定

する構成員以外の者（以下この条において「代表者等」

と総称する。）があると認めるときは、映像又は音声の

送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話を

することができる方法によって、当該代表者等を代表

者会議を招集する場所以外の場所から代表者会議に参

加させることができる。 

2・3 （略） 

附 則  

この訓令は、公布の日から施行する。 

 

三重県議会訓令第 3号 

 三重県議会全員協議会規程の一部を改正する訓令を次のように定める。  

  令和 6 年 2 月 13 日                                                    

                             三重県議会議長  中  森  博  文       

三重県議会全員協議会規程の一部を改正する訓令 

三重県議会全員協議会規程（平成 25 年三重県議会訓令第 6 号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

 （出席の特例） 

第 5 条の 2 議長は、重大な感染症のまん延を防止する

ため必要があると認めるとき又は大規模な災害その他

の緊急事態の発生若しくは育児、介護その他のやむを

得ない事由により全員協議会を招集する場所に参集す

ることが困難な議員若しくは前条に規定する議員以外

の者（以下この条において「議員等」と総称する。）が

あると認めるときは、映像又は音声の送受信により相

手の状態を相互に認識しながら通話をすることができ

る方法によって、当該議員等を全員協議会を招集する

場所以外の場所から全員協議会に参加させることがで

きる。 

2・3 （略） 

 （出席の特例） 

第 5 条の 2 議長は、新型コロナウイルス感染症その他

重大な感染症のまん延を防止するため必要があると認

めるとき又は大規模な災害その他の緊急事態が発生し

た場合において、全員協議会を招集する場所に参集す

ることが困難な議員若しくは前条に規定する議員以外

の者（以下この条において「議員等」と総称する。）が

あると認めるときは、映像又は音声の送受信により相

手の状態を相互に認識しながら通話をすることができ

る方法によって、当該議員等を全員協議会を招集する

場所以外の場所から全員協議会に参加させることがで

きる。 

2・3 （略） 

附 則  

令和6年2月13日 三　重　県　公　報 第　489　号

3



この訓令は、公布の日から施行する。 

 

三重県議会訓令第 4号 

 三重県議会議案聴取会規程の一部を改正する訓令を次のように定める。  

  令和 6 年 2 月 13 日                                                    

                             三重県議会議長  中  森  博  文       

三重県議会議案聴取会規程の一部を改正する訓令 

三重県議会議案聴取会規程（平成 25 年三重県議会訓令第 7 号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

 （出席の特例） 

第 5 条の 2 議長は、重大な感染症のまん延を防止する

ため必要があると認めるとき又は大規模な災害その他

の緊急事態の発生若しくは育児、介護その他のやむを

得ない事由により議案聴取会を招集する場所に参集す

ることが困難な議員若しくは前条に規定する議案等の

提出者その他執行機関の職員（以下この条において「議

員等」と総称する。）があると認めるときは、映像又は

音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら

通話をすることができる方法によって、当該議員等を

議案聴取会を招集する場所以外の場所から議案聴取会

に参加させることができる。 

2・3 （略） 

 （出席の特例） 

第 5 条の 2 議長は、新型コロナウイルス感染症その他

重大な感染症のまん延を防止するため必要があると認

めるとき又は大規模な災害その他の緊急事態が発生し

た場合において、議案聴取会を招集する場所に参集す

ることが困難な議員若しくは前条に規定する議案等の

提出者その他執行機関の職員（以下この条において「議

員等」と総称する。）があると認めるときは、映像又は

音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら

通話をすることができる方法によって、当該議員等を

議案聴取会を招集する場所以外の場所から議案聴取会

に参加させることができる。 

2・3 （略） 

附 則  

この訓令は、公布の日から施行する。 

 

三重県議会訓令第 5号 

 三重県議会委員長会議規程の一部を改正する訓令を次のように定める。  

  令和 6 年 2 月 13 日                                                    

                             三重県議会議長  中  森  博  文       

三重県議会委員長会議規程の一部を改正する訓令 

三重県議会委員長会議規程（平成 25 年三重県議会訓令第 8 号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

 （出席の特例） 

第 6 条の 2 議長は、重大な感染症のまん延を防止する

ため必要があると認めるとき又は大規模な災害その他

の緊急事態の発生若しくは育児、介護その他のやむを

得ない事由により委員長会議を招集する場所に参集す

ることが困難な構成員、副委員長若しくは前条に規定

する構成員以外の者（以下この条において「構成員等」

と総称する。）があると認めるときは、映像又は音声の

送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話を

することができる方法によって、当該構成員等を委員

長会議を招集する場所以外の場所から委員長会議に参

加させることができる。 

2・3 （略） 

 （出席の特例） 

第 6 条の 2 議長は、新型コロナウイルス感染症その他

重大な感染症のまん延を防止するため必要があると認

めるとき又は大規模な災害その他の緊急事態が発生し

た場合において、委員長会議を招集する場所に参集す

ることが困難な構成員、副委員長若しくは前条に規定

する構成員以外の者（以下この条において「構成員等」

と総称する。）があると認めるときは、映像又は音声の

送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話を

することができる方法によって、当該構成員等を委員

長会議を招集する場所以外の場所から委員長会議に参

加させることができる。 

2・3 （略） 

附 則  

この訓令は、公布の日から施行する。 
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三重県議会訓令第 6号 

 三重県議会広聴広報会議規程の一部を改正する訓令を次のように定める。  

  令和 6 年 2 月 13 日                                                    

                             三重県議会議長  中  森  博  文       

三重県議会広聴広報会議規程の一部を改正する訓令 

三重県議会広聴広報会議規程（平成 25 年三重県議会訓令第 9 号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

 （出席の特例） 

第 7 条の 2 座長は、重大な感染症のまん延を防止する

ため必要があると認めるとき又は大規模な災害その他

の緊急事態の発生若しくは育児、介護その他のやむを

得ない事由により広聴広報会議を招集する場所に参集

することが困難な委員若しくは前条に規定する委員以

外の者（以下この条において「委員等」と総称する。）

があると認めるときは、映像又は音声の送受信により

相手の状態を相互に認識しながら通話することができ

る方法によって、当該委員等を招集する場所以外の場

所から広聴広報会議に参加させることができる。 

2・3 （略） 

 （出席の特例） 

第 7 条の 2 座長は、新型コロナウイルス感染症その他

重大な感染症のまん延を防止するため必要があると認

めるとき又は大規模な災害その他の緊急事態が発生し

た場合において、広聴広報会議を招集する場所に参集

することが困難な委員若しくは前条に規定する委員以

外の者（以下この条において「委員等」と総称する。）

があると認めるときは、映像又は音声の送受信により

相手の状態を相互に認識しながら通話することができ

る方法によって、当該委員等を招集する場所以外の場

所から広聴広報会議に参加させることができる。 

2・3 （略） 

附 則  

この訓令は、公布の日から施行する。 

 

三重県議会訓令第 7号 

 三重県議会災害対策会議規程の一部を改正する訓令を次のように定める。  

  令和 6 年 2 月 13 日                                                    

                             三重県議会議長  中  森  博  文       

三重県議会災害対策会議規程の一部を改正する訓令 

三重県議会災害対策会議規程（平成 31 年三重県議会訓令第 1 号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

 （出席の特例） 

第 7 条の 2 議長は、重大な感染症のまん延を防止する

ため必要があると認めるとき又は大規模な災害その他

の緊急事態の発生若しくは育児、介護その他のやむを

得ない事由により災害対策会議を招集する場所に参集

することが困難な構成員、第 6 条に規定する代理者若

しくは前条に規定する構成員以外の者（以下この条に

おいて「構成員等」と総称する。）があると認めるとき

は、映像又は音声の送受信により相手の状態を相互に

認識しながら通話をすることができる方法によって、

当該構成員等を災害対策会議を招集する場所以外の場

所から災害対策会議に参加させることができる。 

2・3 （略） 

 （出席の特例） 

第 7 条の 2 議長は、新型コロナウイルス感染症その他

重大な感染症のまん延を防止するため必要があると認

めるとき又は大規模な災害その他の緊急事態が発生し

た場合において、災害対策会議を招集する場所に参集

することが困難な構成員、第 6 条に規定する代理者若

しくは前条に規定する構成員以外の者（以下この条に

おいて「構成員等」と総称する。）があると認めるとき

は、映像又は音声の送受信により相手の状態を相互に

認識しながら通話をすることができる方法によって、

当該構成員等を災害対策会議を招集する場所以外の場

所から災害対策会議に参加させることができる。 

2・3 （略） 

附 則  

この訓令は、公布の日から施行する。 
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公 告 

 

土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 87 条第 1 項の規定により、農村地域防災減災事業 防災重点農業用

ため池緊急整備事業 ため池総合整備工事 地震・豪雨対策型 大規模 目細溜池地区の計画を定めましたので、

当該決定に係る関係書類を次のとおり縦覧に供します。 

 なお、この計画については、土地改良法第 87 条第 6 項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して

15 日以内に三重県知事に審査請求をすることができます。また、この計画が定められたことを知った日の翌日か

ら起算して 6 か月以内に、三重県を被告として（訴訟において三重県を代表する者は三重県知事となります。）、

この計画の取消しの訴えを提起することができます。 

 ただし、審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して 6

か月以内に、この計画の取消しの訴えを提起することができます（なお、上記の期間が経過する前であっても、

この計画が定められた日（審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があった日）の翌日から起算し

て 1 年を経過した場合は、この計画の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

令和 6 年 2 月 13 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1  縦覧に供すべき書類の名称 

    土地改良事業計画書の写し 

2  縦覧の期間 

    令和 6 年 2 月 14 日から同年 3 月 13 日まで 

3  縦覧の場所 

  桑名市役所農林水産課（桑名市中央町二丁目 37 番地） 

 

土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 87 条第 1 項の規定により、農村地域防災減災事業 防災重点農業用

ため池緊急整備事業 ため池総合整備工事 地震・豪雨対策型 小規模 男山池地区の計画を定めましたので、

当該決定に係る関係書類を次のとおり縦覧に供します。 

 なお、この計画については、土地改良法第 87 条第 6 項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して

15 日以内に三重県知事に審査請求をすることができます。また、この計画が定められたことを知った日の翌日か

ら起算して 6 か月以内に、三重県を被告として（訴訟において三重県を代表する者は三重県知事となります。）、

この計画の取消しの訴えを提起することができます。 

 ただし、審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して 6

か月以内に、この計画の取消しの訴えを提起することができます（なお、上記の期間が経過する前であっても、

この計画が定められた日（審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があった日）の翌日から起算し

て 1 年を経過した場合は、この計画の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

令和 6 年 2 月 13 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1  縦覧に供すべき書類の名称 

    土地改良事業計画書の写し 

2  縦覧の期間 

    令和 6 年 2 月 14 日から同年 3 月 13 日まで 

3  縦覧の場所 

 名張市役所産業部農林資源室（名張市鴻之台 1 番町 1 番） 

 

土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 87 条第 1 項の規定により、農村地域防災減災事業 防災重点農業用

ため池緊急整備事業 ため池総合整備工事 地震・豪雨対策型 大規模 野縄池外 3 池地区の計画を定めました

ので、当該決定に係る関係書類を次のとおり縦覧に供します。 

 なお、この計画については、土地改良法第 87 条第 6 項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して

15 日以内に三重県知事に審査請求をすることができます。また、この計画が定められたことを知った日の翌日か

ら起算して 6 か月以内に、三重県を被告として（訴訟において三重県を代表する者は三重県知事となります。）、

令和6年2月13日 三　重　県　公　報 第　489　号

6



この計画の取消しの訴えを提起することができます。 

 ただし、審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して 6

か月以内に、この計画の取消しの訴えを提起することができます（なお、上記の期間が経過する前であっても、

この計画が定められた日（審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があった日）の翌日から起算し

て 1 年を経過した場合は、この計画の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

令和 6 年 2 月 13 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1  縦覧に供すべき書類の名称 

    土地改良事業計画書の写し 

2  縦覧の期間 

    令和 6 年 2 月 14 日から同年 3 月 13 日まで 

3  縦覧の場所 

  伊賀市役所産業振興部農村整備課（伊賀市四十九町 3184 番地） 

 

土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 87 条第 1 項の規定により、農村地域防災減災事業 防災重点農業用

ため池緊急整備事業 ため池総合整備工事 地震・豪雨対策型 大規模 鈴鹿池 1 地区の計画を定めましたので、

当該決定に係る関係書類を次のとおり縦覧に供します。 

 なお、この計画については、土地改良法第 87 条第 6 項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して

15 日以内に三重県知事に審査請求をすることができます。また、この計画が定められたことを知った日の翌日か

ら起算して 6 か月以内に、三重県を被告として（訴訟において三重県を代表する者は三重県知事となります。）、

この計画の取消しの訴えを提起することができます。 

 ただし、審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して 6

か月以内に、この計画の取消しの訴えを提起することができます（なお、上記の期間が経過する前であっても、

この計画が定められた日（審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があった日）の翌日から起算し

て 1 年を経過した場合は、この計画の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

令和 6 年 2 月 13 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1  縦覧に供すべき書類の名称 

    土地改良事業計画書の写し 

2  縦覧の期間 

    令和 6 年 2 月 14 日から同年 3 月 13 日まで 

3  縦覧の場所 

    伊賀市役所産業振興部農村整備課（伊賀市四十九町 3184 番地） 

 

土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 87 条第 1 項の規定により、農村地域防災減災事業 防災重点農業用

ため池緊急整備事業 ため池総合整備工事 地震・豪雨対策型 小規模 大野木大池地区の計画を定めましたの

で、当該決定に係る関係書類を次のとおり縦覧に供します。 

 なお、この計画については、土地改良法第 87 条第 6 項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して

15 日以内に三重県知事に審査請求をすることができます。また、この計画が定められたことを知った日の翌日か

ら起算して 6 か月以内に、三重県を被告として（訴訟において三重県を代表する者は三重県知事となります。）、

この計画の取消しの訴えを提起することができます。 

 ただし、審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して 6

か月以内に、この計画の取消しの訴えを提起することができます（なお、上記の期間が経過する前であっても、

この計画が定められた日（審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があった日）の翌日から起算し

て 1 年を経過した場合は、この計画の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

令和 6 年 2 月 13 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1  縦覧に供すべき書類の名称 

    土地改良事業計画書の写し 

2  縦覧の期間 
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    令和 6 年 2 月 14 日から同年 3 月 13 日まで 

3  縦覧の場所 

  伊賀市役所産業振興部農村整備課（伊賀市四十九町 3184 番地） 

 

土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 87 条第 1 項の規定により、農村地域防災減災事業 防災重点農業用

ため池緊急整備事業 ため池総合整備工事 地震・豪雨対策型 小規模 宮谷池地区の計画を定めましたので、

当該決定に係る関係書類を次のとおり縦覧に供します。 

 なお、この計画については、土地改良法第 87 条第 6 項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して

15 日以内に三重県知事に審査請求をすることができます。また、この計画が定められたことを知った日の翌日か

ら起算して 6 か月以内に、三重県を被告として（訴訟において三重県を代表する者は三重県知事となります。）、

この計画の取消しの訴えを提起することができます。 

 ただし、審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して 6

か月以内に、この計画の取消しの訴えを提起することができます（なお、上記の期間が経過する前であっても、

この計画が定められた日（審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があった日）の翌日から起算し

て 1 年を経過した場合は、この計画の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

令和 6 年 2 月 13 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1  縦覧に供すべき書類の名称 

    土地改良事業計画書の写し 

2  縦覧の期間 

    令和 6 年 2 月 14 日から同年 3 月 13 日まで 

3  縦覧の場所 

    紀北町役場農林水産課(北牟婁郡紀北町東長島 769 番地 1） 
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